
 志布志市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成18年志布志市条

例第191号）第６条の規定により、志布志市における令和６年度人事行政の運

営等の状況を次のとおり公表する。 

令和７年９月30日 

                  志布志市長  下 平 晴 行    

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

⑴ 職員の競争試験（令和６年度） 

区  分 
申込 

者数 

第１次受験

者数(Ａ) 

第１次 

合格者数 

最終合格者

数(Ｂ) 

競争倍率 

(Ａ)/(Ｂ) 

一般事務 38 30 22 12 2.5 

保健師 ２ ２ ２ ２ １ 

管理栄養士 ６ ６ １ １ ６ 

農業技術職 ２ １ １ １ １ 

畜産技術職 ２ ２ ２ ２ １ 

土木技術職 １ １ １ １ １ 

計 51 42 29 18  

 

⑵ 職員の採用の状況（令和６年度）     （単位：人） 

  区  分 男性 女性 計 

一般事務 ７ ３ 10 

保健師 ０ １ １ 

管理栄養士 ０ １ １ 

農業技術職 ０ ０ ０ 

畜産技術職 １ ０ １ 

土木技術職 １ ０ １ 

計   14 

 

⑶ 職員の退職の状況（令和６年４月１日から令和７年３月31日まで） 

（単位：人） 

区  分 男性 女性 計 

定 年 退 職 ４ ０ ４ 

早 期 退 職 ４ ２ ６ 

その他退職 ０ ０ ０ 

計 ８ ２ 10 



⑷ 年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在） 
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R６構成比 ５年前(R2)の構成比

 

区 

分 

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳   

  

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
  計 

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上   

職

員

数 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

1 12 25 26 29 24 40 41 44 35 33 5 315 



⑸ 部門別職員数の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 

部門 

職員数（人） 対前年増減数（人） 

令和５年 令和６年 令和５年 令和６年 

福 

祉 

関 

係 一 

を 般 

除 行 

く 政 

議会 ４ ４ △１ ０ 

総務 86 88 ０ ２ 

税務 25 24 ０ △１ 

農林水産 39 38 △１ △１ 

港湾商工 13 13 ０ ０ 

土木 26 27 △２ １ 

小計 193 194 △４ １ 

福 

祉関 

係 

民生 34 36 ０ ２ 

衛生 22 21 ２ △１ 

小計 56 57 ２ １ 

一般行政計 249 251 △２ ２ 

特行 

別政 

教育 35 34 △３ △１ 

小計 35 34 △３ △１ 

公 

営 

企 

業 

等 

水道 10 10 ０ ０ 

下水道 ２ ２ ０ ０ 

その他 18 18 １ ０ 

小計 30 30 １ ０ 

総 合 計 314 315 △４ １ 

※ １ 職員数は、一般職に属する職員数である（教育長及び非常勤職員を

除く。）。 

  ２ 公営企業等の「その他」には、国民健康保険事業、介護保険事業及

び後期高齢者医療広域連合に従事する職員数を計上している。 

 

２ 職員の人事評価の状況 

  平成28年度から本格導入した。 

 

 

 



３ 職員の給与の状況 

⑴ 人件費の状況（普通会計決算） 

区分 

住民基本台

帳 人 口 

（年度末） 
歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件

費率 

Ｂ/Ａ 

(参考) 

令和２

年度の

人件費

率 

５年度 
人 千円 千円 千円 ％ ％ 

29,086 34,065,874 777,869 2,822,358 8.3 9.1 

 

⑵ 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

Ａ 

給 与 費 １人当たりの

給与費 

Ｂ/Ａ 
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

５年度 
人 千円 千円 千円 千円 千円 

284 1,001,213   1,537,156 5,412 

※ 職員手当には、退職手当負担金を含まない。 

※ 市長及び副市長は、含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑶ ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

97.1
97

97.2
97.3

97.5
97.4

97.397.3

98.898.7

98.6
98.6

96

96.5

97

97.5

98

98.5

99

志布志市 類似団体平均 全国市平均

R3.4.1
R4.4.1
R5.4.1
R6.4.1

※ １ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の         

地方公務員の給与水準を示す指数である。 

２ 類似団体平均とは、人口規模及び産業構造が類似している団体のラス

パイレス指数を単純平均したものである。 

 

⑷ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月

１日現在） 

ア 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

志布志市 42.8歳 320,900円 363,400円 360,800円 

鹿児島県 43.3歳 313,600円 392,834円 344,548円 

国 42.1歳 323,823円 － 405,378円 

類似団体 42.6歳 318,300円 374,345円 343,522円 

（注） １ 「平均給料月額」とは、令和６年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均であ

る。 



    ２ 「平均給与月額」とは、給与月額と毎日支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外

勤務手当等の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにさ

れているものである。また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には

時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と

同じベースで再計算したものである。 

 

⑸ 職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在） 

区  分 志布志市 鹿児島県 国 

一般行政職 
大学卒 196,200円 196,700円 196,200円 

高校卒 166,600円 167,100円 166,600円 

 

⑹ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現

在） 

区  分 勤続年数10年 勤続年数20年 勤続年数30年 

一般行政

職 

大学卒 271,970円 341,700円 397,500円 

高校卒 0円 320,600円 0円 

※ 経験年数については、当該年数の対象者が少ない、又はいないため、近

似の年数を合算して算出又は空欄としている。 

 

⑺ 一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１級 主事・技師・主事補・技師補 34人 10.8％ 

２級 主事・技師 33人 10.5％ 

３級 主査・技術主査 28人 8.9％ 

４級 係長・主任主査・技術主任主査 87人 27.6％ 

５級 課長補佐・主幹 101人 32％ 

６級 課長 28人 8.9％ 

７級 課長 ４人 1.3％ 

計 ― 315人 100.0％ 

※ １ 志布志市一般職の職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分

による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
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⑻ 期末・勤勉手当（令和５年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.45月分 2.05月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置・役職加算５～15％ 

 

⑼ 退職手当（令和６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

志布志市 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続20年 19.6695月分 26.3655月分 勤続20年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

その他の加算措置 

（定年前早期退職特例措置 ２～45％） 

その他の加算措置 

（定年前早期退職特例措置 ２～45％） 



⑽ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給実績（令和５年度決算） 1,252千円 

支給職員１人当たり平均支給年額 

（令和５年度決算） 
20,193円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 20％ 

手当の種類 ７ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する支給

単価 

税務手当 
市税の賦課又は徴収に関

する事務に従事した職員 

賦課事務、徴収事

務及び臨戸徴収事

務 

（賦課）月額1,500円 

（徴収）月額3,000円 

（臨戸）   300円 

防疫手当 防疫作業に従事した職員 感染症予防作業 日額 300円 

徴収金徴収事

務 

市の収入金の徴収に関す

る事務に従事した職員 

市の収入金の徴収

事務 
日額 300円 

保健師手当 
保健師の業務に従事した

職員 
保健師の業務 月額 1,000円 

行旅病人及び

行旅死亡人取

扱手当 

行旅病人又は行旅死亡人

の取扱いに関する作業に

従事した職員 

行旅病人の保護、

移送、行旅死亡人

の収容 

（保護等）日額 500円 

（収容） １回1,000円 

用地交渉手当 
用地交渉業務に従事した

職員 
用地取得交渉業務 日額 300円 

ケースワーカ

ー手当 

ケースワーカー業務に従

事した職員 

ケースワーカーの

業務 
月額 5,000円 

 

⑾ 時間外勤務手当 

支給実績（令和５年度決算） 43,578,763円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 138,218円 

支給実績（令和４年度決算） 50,758,000 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 66,962円 

 

 



⑿ その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当 内容及び支給単価 

国の制

度との

異同 

国の制度

と異なる

内容 

支給実績 

（令和５年度

決算） 

支給職員

１人当た

り平均支

給年額 

扶養 

手当 

１ 配偶者 6,500円 
２ 22歳までの子 10,000円 
３ 上記以外の扶養親族 6,500円 
４ 16歳から22歳までの子がい 

る場合 5,000円加算 

同じ 

 

44,884千円 252,158円 

住居 

手当 

家賃を払っている職員 
家賃の額に応じて支給 
支給限度額：月額27,000円 

同じ 

 

22,953千円 231,851円 

通勤 

手当 

１ 交通機関利用者 
運賃相当額 最高55,000円 

２ 交通用具使用者 
  距離に応じ片道1,200円から

最高24,400円まで 

異なる 
支給区分

が異なる 
16,151千円 54,749円 

管理職 

手当 

管理又は監督の地位にある職
員に職務の級における最高号給
の給料月額の100分の12を超えな
い範囲で支給 

異なる 

 

15,547千円 575,822円 

 

⒀ 特別職の報酬の状況（令和６年４月１日現在） 

区  分 給料月額等 

給料 市長 831,000円 

 副市長 654,000円 

報酬 議長 394,700円 

 副議長 310,300円 

 議員 288,100円 

期末手当 市長  

 副市長 （令和５年度支給割合） 

 議長 3.40月分 

 副議長  

 議員  

 



４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴ 職員の勤務時間（一般職の標準的なもの） 

１週間の勤務

時間 
開始時刻 終了時刻 休息時間 休憩時間 

38時間45分 午前８時30分 午後５時15分 ― 
午後０時から

午後１時まで 

 

⑶  特別休暇等の状況（令和６年４月１日） 

休暇の種類 付与日数・期間 
有給・無給

の別 

公民権行使のための休

暇 
必要と認められる期間 有給 

公の職務執行のための

休暇 
必要と認められる期間 有給 

骨髄液提供のための休

暇 
必要と認められる期間 有給 

社会貢献活動のための

休暇 
１年につき５日の範囲内の期間 有給 

結婚休暇 ５日の範囲内の期間 有給 

産前休暇 

８週間（多胎妊娠の場合にあって

は14週間）以内に出産する予定で

ある場合には出産日までの期間 

有給 

産後休暇 
出産日の翌日から８週間を経過す

る日までの期間 
有給 

妊産婦の健康審査等の

ための休暇 
必要と認められる期間 有給 

妊婦の通勤緩和のため

の休暇 

正規の勤務時間等始め又は終わり

において必要と認められる期間 
有給 

妊婦の母体等の健康保

持のための休暇 
必要と認められる時間 有給 

保育時間休暇 １日２回各30分以内の期間 有給 

妻の出産休暇 ２日の範囲内の期間 有給 



妻の出産に伴う子の養

育のための休暇 
５日の範囲内の期間 有給 

子の看護のための休暇 １年につき５日の範囲内 有給 

生理休暇 
その都度２日の範囲内で必要と認

められる期間 
有給 

忌引休暇 
死亡者の区分に応じ、１日から７

日の範囲内 
有給 

父母の祭日休暇 １日の範囲内の期間 有給 

夏季休暇 
原則として連続する５日の範囲内

の期間 
有給 

災害時の職員の現住居

の復旧作業等のための

休暇 

原則として連続する７日の範囲内

の期間 
有給 

災害又は交通機関の事

故等による休暇 
必要と認められる期間 有給 

不妊治療を受けるため

の休暇 
１年につき５日の範囲内 有給 

 

⑷  旅費制度の概要（令和６年度）           （単位：円） 

区 分 日  当 
宿泊料 

（１夜につき） 

食卓料 

（１夜につき） 

市長 

甲地方（県

外片道 150

ｋｍ以上の

地域） 

乙地方 

（県内） 

甲地方（県

外片道150

ｋｍ以上の

地域） 

乙地方

（県内） 

 

3,000 0 14,800 13,300 3,000 

副市長及

び教育長 
2,600 0 13,100 11,800 2,600 

一般職員 2,200 0 10,900 9,800 2,200 

 

 

 



５ 職員の休業の状況（令和６年度）       （単位：人） 

 自己啓発等休業 育児休業 

男性 ０ ０ 

女性 ０ ５ 

※ 令和６年度中に新たに取得した者と令和５年度以前から引き続き取得して

いる者の合計を男女別に計上している。 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

⑴  分限処分者数（令和６年度）            （単位：人） 

区  分 降任 免職 休職 降給 計 

勤務実績が良くない場合     ０ 

心身の故障の場合   ３  ３ 

職に必要な適格性を欠く場合     ０ 

職制、定数の改廃、予算の減少

により廃職、過員を生じた場合 
    ０ 

刑事事件に関し起訴された場合     ０ 

条例で定めた事由による場合     ０ 

 

⑵  懲戒等処分者数（令和６年度）           （単位：人） 

区  分 戒告 減給 停職 免職 計 

法令に違反した場合      

職務上の義務に違反し、又

は職務を怠った場合 
     

全体の奉仕者たるにふさわ

しくない非行のあった場合 
     

 

７ 職員の服務の状況 

  年次有給休暇の取得状況（令和６年１月１日から同年12月31日まで） 

総付与日数

Ａ 

総使用日時数

Ｂ 

対象職員数

Ｃ 

平均取得日数 

Ｂ／Ｃ 

消化率 

Ｂ／Ａ 

11,450日 3,761日 308人 14.3日 32.84％ 

※ 対象職員数は、全期間中を在職した職員。ただし、期間中に退職及び採用



された職員並びに県等への派遣職員を除く。 

 

８ 職員研修の状況（令和６年度） 

区  分 
回数（回） 延べ人数（人） 

研修区分 実施区分等 

一般研修 自治研修センター ８ 51 

特別研修 自治研修センター等 ４ 10 

市単独研修 人事評価研修ほか ８ 338 

 

９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

⑴ 職員の健康診断の状況（令和６年度） 

区分 受診者数（人） 

定期健康診断 419 

人間ドック 104 

 

⑵ 互助会への公費負担（令和６年度） 

会員数 公費負担額 会員掛金総額 公費負担内容 

337人 1,131千円 2,416千円 人間ドック助成 

 

10 職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申立て等の

利益の保護の状況 

⑴ 勤務条件に関する措置の要求の状況（令和６年度） 

   該当なし 

⑵ 不利益処分に関する不服申立ての状況（令和６年度） 

   該当なし 

 

11 公平委員会の業務の状況 

⑴ 勤務条件に関する措置の要求の状況（令和６年度） 

   該当なし 

⑵ 不利益処分についての不服申立ての状況（令和６年度） 

   該当なし 


